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令和７年度第５回岐阜県事業評価監視委員会の審議結果について 
 
県では、公共事業の効率的な執行及び実施過程について、透明性の一層の向上を図るため、

学識経験者をはじめ、経済界の代表者や一般公募による県民の代表者などで構成する 
「岐阜県事業評価監視委員会」を設置し審議しています。 
１１月２６日（水）に開催した標記委員会における審議結果を下記のとおりお知らせしま

す。 
 

記 
 

１ 審議結果 

（１）事業評価監視委員会の審議方法について 

事業の課題については、説明資料への記載を必須とせず、委員が必要に応じて質疑を通

じて確認することを基本とする。 

 

 

（２）再評価実施箇所の審議 

事業区分 事業名 箇所名（地区名） 事業主体 審議結果 

河川事業 広域河川改修事業 一級河川 相川
あいかわ

 
県 

（河川課） 

事業主体の対応方針(案)

「継続」を了承する。 

河川事業 河川総合開発事業 
一級河川 亀

き

尾
び

島川
しまがわ

 

内ケ谷
うちがたに

ダム 

県 

（河川課） 

軽微な文言を修正し、 

事業主体の対応方針(案)

「継続」を了承する。 

水道事業 
大容量送水管 

整備事業 
東部
とうぶ

広域
こういき

水道
すいどう

事務
じ む

所内管
しょないかん

路
ろ

 
県 

（水道企業課） 

事業主体の対応方針(案)

「継続」を了承する。 

農業農村

整備事業 

県営基幹農道 

整備事業 
高鷲
た か す

北部
ほ く ぶ

 
県 

（農地整備課） 

事業主体の対応方針(案) 

について、審議可能な資料 

を提示し、継続審議を

要する。 
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（３）事後評価実施箇所の審議 

事業区分 事業名 箇所名（地区名） 事業主体 審議結果 

農業農村

整備事業 

県営経営体育成 

基盤整備事業 
栗原
くりはら

 
県 

（農地整備課） 

軽微な文言を修正し、 

事業主体の対応方針(案)

を了承する。        

林道事業 
地方創生道整備 

推進交付金 
白尾
し ら お

～鷲見
わ し み

 
県 

（森林経営課） 

軽微な文言を修正し、 

事業主体の対応方針(案)

を了承する。 

 

２ 公  表 
※議事要旨は後日ホームページ（下記ＵＲＬ）で公開します。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/441901.html 
（「令和７年度岐阜県事業評価監視委員会」     ） 検索 


